
犯
罪
収
益
の
剥
奪
に
関
す
る

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
指
摘
と
日
本
の
対
応

　

マ
ネ
ロ
ン
等
対
策
を
実
効
性
の
あ

る
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
マ
ネ
ロ

ン
等
行
為
の
犯
罪
化
や
問
題
の
程
度

に
応
じ
た
比
例
的
な
処
罰
と
と
も
に
、

違
法
な
犯
罪
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た

犯
罪
収
益
等
を
適
時
・
適
切
に
剥
奪

し
、
こ
れ
を
犯
罪
者
に
渡
さ
な
い
こ

と
が
重
要
と
な
る
。
犯
罪
収
益
等
の

散
逸
を
防
ぎ
、
確
実
に
剥
奪
し
て
い

く
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
を
事
前
に
差

し
押
さ
え
、
ま
た
は
資
産
を
凍
結
す

る
な
ど
の
措
置
と
権
限
も
必
要
だ
。

そ
の
た
め
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
は
法
令
等
整

備
状
況
（
Ｔ
Ｃ
）
の
勧
告
４
で
「
剥

奪
と
保
全
措
置
」
を
定
め
、
各
国
に

順
守
と
国
内
法
の
整
備
を
促
し
て
い

る
（
注
１
）。
こ
の
勧
告
４
に
関
し
て
、

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対
日
相
互
審
査
に

お
い
て
、
日
本
は
Ｌ
Ｃ
（
お
お
む
ね

順
守
）
と
の
評
価
を
受
け
た
が
、

「
前
提
犯
罪
と
し
て
の
環
境
犯
罪
の

適
用
範
囲
に
わ
ず
か
な
齟
齬
が
あ
る

（
注
２
）
た
め
、
没
収
の
範
囲
に
影
響

が
あ
る
。
犯
罪
者
が
逃
亡
も
し
く
は

死
亡
を
し
た
場
合
、
ま
た
は
所
在
が

不
明
の
場
合
、
収
益
の
没
収
に
齟
齬

が
あ
る
」
旨
の
指
摘
を
受
け
た
。

　

こ
の
指
摘
等
を
踏
ま
え
、
第
２
１

０
回
臨
時
国
会
で
可
決
さ
れ
た
Ｆ
Ａ

Ｔ
Ｆ
勧
告
対
応
法
に
よ
り
、
組
織
犯

罪
処
罰
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
。
従

来
は
、
同
法
に
お
い
て
犯
罪
収
益
等

と
し
て
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
財

産
の
範
囲
は
、
不
動
産
、
動
産
ま
た

は
金
銭
債
権
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、

こ
の
よ
う
な
制
限
は
撤
廃
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
暗
号
資
産
や
暗
号
資
産
の

移
転
に
係
る
債
権
な
ど
も
没
収
可
能

と
な
っ
た
（
２
０
２
２
年
12
月
29
日

施
行
）。

　

ま
た
、
従
来
、
国
際
テ
ロ
リ
ス
ト

財
産
凍
結
法
に
基
づ
く
財
産
凍
結
等

の
措
置
で
は
、
対
象
者
を
債
権
者
と

す
る
一
定
の
政
令
で
定
め
る
金
銭
債

務
（
預
貯
金
債
務
、
保
険
金
債
務
、

借
入
金
債
務
な
ど
）
に
係
る
履
行
お

よ
び
債
権
譲
渡
が
（
対
象
者
お
よ
び

相
手
方
共
に
）
禁
止
さ
れ
て
い
た
が
、

本
改
正
に
よ
り
、
当
該
債
権
の
範
囲

が
金
銭
債
権
に
限
ら
ず
、
金
銭
以
外

の
そ
の
財
産
的
価
値
の
移
転
が
容
易

な
財
産
（
暗
号
資
産
等
）
に
係
る
債

務
に
つ
い
て
も
、
政
令
指
定
に
よ
り

対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
（
23
年
９
月
９
日
ま
で
に
政

令
で
指
定
さ
れ
る
日
に
施
行
予
定
）。

米
国
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）

は
、
17
年
以
降
、
20
億
㌦
の
暗
号
資

産
等
を
剥
奪
し
て
い
る
（
注
３
）
と
し

て
お
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
早
期

施
行
に
よ
り
、
よ
り
有
効
性
の
高
い

犯
罪
収
益
等
の
剥
奪
に
向
け
て
の
執

行
強
化
を
期
待
し
た
い
。

没
収
・
追
徴
で
き
な
い

引
き
続
き
残
る
課
題

ＫＰＭＧ／あずさ監査法人
金融アドバイザリー事業部　
エグゼクティブ・アドバイザー

尾崎 寛

日
本
の
マ
ネ
ロ
ン
対
策
、
次
の
一
手

犯
罪
収
益
の
剥
奪
、
資
産
凍
結
、

被
害
回
復
に
お
け
る
課
題

【
連
載
】
第
13
回
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残
る
課
題
と
し
て
は
、
第
一
に
、

日
本
で
は
、
一
部
の
環
境
犯
罪
が
マ

ネ
ロ
ン
の
前
提
犯
罪
に
該
当
し
て
い

な
い
な
ど
、
犯
罪
収
益
等
が
没
収
お

よ
び
追
徴
の
射
程
外
に
置
か
れ
て
い

る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
刑
事
訴
訟
法
に
基
づ
く

差
し
押
さ
え
に
お
い
て
は
、「
預
金

債
権
」
と
い
う
無
体
物
を
差
し
押
さ

え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、

組
織
犯
罪
処
罰
法
の
起
訴
前
の
没
収

保
全
に
お
い
て
は
、
保
全
命
令
か
ら

30
日
以
内
に
起
訴
を
し
な
い
と
原
則

と
し
て
失
効
す
る
旨
が
規
定
さ
れ
て

お
り
（
同
法
23
条
３
項
）、
迅
速
性

や
実
際
の
運
用
に
難
が
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
銀
行
が
、
預
金
口
座
開

設
後
の
顧
客
に
対
し
て
、
警
察
と
連

携
し
て
反
社
認
定
を
行
い
、
疑
わ
し

い
取
引
の
届
け
出
を
提
出
し
た
と
し

て
も
、
普
通
預
金
等
を
凍
結
で
き
る

わ
け
で
は
な
く
、
預
金
契
約
上
の
暴

排
条
項
等
に
基
づ
き
、
口
座
の
解
約

・
返
金
と
い
う
交
渉
を
行
う
必
要
が

あ
る
（
口
座
を
解
約
し
、
現
金
払
い

で
、
反
社
勢
力
に
預
金
が
払
い
戻
さ

れ
て
し
ま
う
）。

　

第
三
に
、
日
本
の
没
収
で
は
、
刑

法
の
付
加
刑
と
位
置
付
け
ら
れ
る
た

め
、「
第
三
者
の
所
有
に
属
し
な
い

こ
と
」
に
つ
い
て
、
検
察
官
が
合
理

的
な
疑
い
を
入
れ
な
い
程
度
に
立
証

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

実
際
に
、
没
収
が
裁
判
所
の
判
断
に

よ
り
取
り
消
さ
れ
た
事
例
（
注
４
）
が

あ
り
、
犯
罪
収
益
等
が
明
ら
か
で
あ

る
場
合
、
民
事
没
収
、
行
政
没
収
の

導
入
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

か
と
考
え
る
（
注
５
）。

被
害
回
復
に
関
す
る
課
題

　

犯
罪
組
織
に
犯
罪
収
益
等
を
渡
さ

な
い
こ
と
も
大
事
で
あ
る
が
、
被
害

者
の
被
害
回
復
も
重
要
で
あ
る
。
犯

罪
収
益
が
隠
匿
さ
れ
た
場
合
や
海
外

に
移
転
さ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
訴

訟
等
に
よ
り
被
害
回
復
を
す
る
こ
と

は
困
難
と
な
る
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
現
在
の
振
り

込
め
詐
欺
救
済
法
に
よ
る
保
全
、
回

復
の
み
な
ら
ず
、
組
織
犯
罪
処
罰
法

に
基
づ
く
没
収
件
数
を
増
や
し
、
被

害
回
復
給
付
金
支
給
制
度
に
基
づ
き
、

被
害
者
に
対
す
る
補
償
を
行
う
事
案

を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に

も
、
ま
た
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
５
次
相
互
審

査
で
の
総
合
評
価
を
引
き
上
げ
る
た

め
に
も
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
が
第
４
次
対
日

報
告
書
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

マ
ネ
ロ
ン
罪
等
に
つ
い
て
捜
査
と
執

行
を
強
化
し
、
振
り
込
め
詐
欺
救
済

法
に
加
え
、
改
正
組
織
犯
罪
処
罰
法

の
適
切
な
活
用
に
よ
り
、
没
収
可
能

な
財
産
を
早
い
段
階
で
保
全
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

　
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
で
も
、
今
年
６
月
に
開

催
さ
れ
た
総
会
に
お
い
て
、
不
正
利

益
の
剥
奪
と
資
産
回
復
が
、
引
き
続

き
重
要
な
取
り
組
み
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
。
ま
た
、
10
月
に
予
定
さ
れ
て

い
る
総
会
で
は
、
関
連
す
る
勧
告
４

と
勧
告
38
「
外
国
か
ら
の
要
請
に
よ

る
凍
結
」
の
改
正
が
行
わ
れ
る
よ
う

で
あ
る
。

（
注
）１　
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
４
「
剥
奪
と
保
全

措
置
」
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２　

懲
役
刑
が
短
く
、
前
提
犯
罪
と

な
ら
な
い
環
境
犯
罪
も
あ
る
。
日
本

で
は
、
国
際
組
織
犯
罪
防
止
条
約
に

準
じ
長
期
４
年
以
上
の
刑
を
伴
う
犯

罪
を
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
で
前
提

犯
罪
に
定
め
て
い
る
。
日
本
で
は
、

野
生
生
物
の
密
輸
や
違
法
取
引
な
ど

が
対
象
で
あ
る
一
方
で
、
水
産
物
の

密
漁
や
密
漁
品
の
取
引
は
対
象
外
と

な
っ
て
い
る
。

３　
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nit

（
22
年
３
月
３
日
）
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４　

大
阪
高
裁
17
（
平
成
29
）
年
６

月
８
日
判
決
（
判
時
２
３
６
２
号
１

３
２
ペ
ー
ジ
）

５　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
第
４
次
対
日
相
互
審

査
に
お
け
る
勧
告
４
の
指
摘
と
日
本

の
課
題
に
つ
い
て
は
、「
逐
条
解
説
Ｆ

Ａ
Ｔ
Ｆ
勧
告
」（
中
央
経
済
社
）
第
４

章
第
４
節
「
剥
奪
と
保
全
措
置
」
に

詳
し
い
。
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